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スマートフォン購入費等助成事業の実施について 

 

ＤＸ戦略課 

 

１ 目的 

東京都が実施する高齢者のデジタルデバイド解消に向けたスマートフォン活用支

援事業を活用し、区が提供するオンライン申請などのデジタルサービスを高齢者も

利用できるように、高齢者がスマートフォンを購入する際の費用について、一部助

成をするもの 

これにより、デジタルデバイドの解消を図り、スマートフォン等の活用を通じ

て、行政手続等のデジタルサービスの利用促進、日常生活の利便性向上を図る。 

 

２ 事業概要 

（１）補助の対象 

   令和９年３月31日時点で満65歳以上の区民 

（２）補助対象経費 

スマートフォン本体及び充電器購入費、契約事務手数料、アカウント設定料等 

（３）補助内容 

１人あたり３万円を上限に補助 

（４）補助条件 

ア 自ら使用する目的で、東京都公式アプリに対応し、マイナンバーカードを読

み取るＮＦＣ認証機能や音声入力機能が搭載されたスマートフォンを初めて購

入すること。 

イ 販売店が実施するスマホ教室等これに準ずる個別相談等において基本的な操

作等の講座を受講すること。 

ウ 購入するスマートフォンに「東京都公式アプリ」、「東京都ＬＩＮＥ公式ア

カウント」及び区が指定するアプリの新規登録を行うこと。 
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（５）補助金申請の流れ 

 

３ 事業開始時期（予定） 

令和８年８月 

 

４ 周知方法 

大手電気通信事業者の販売店等におけるチラシ配布のほか、広報かつしか、区公

式ホームページ及び区公式ＳＮＳでの周知を図る。 
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５ 予算 

以下のとおり、令和８年第二回定例会において、令和８年度第一次補正予算(案)

を計上している。 

 （１）歳入予算 

35,000千円（都補助金：高齢者デジタルデバイド解消事業費 基準額の10分

の10） 

補助上限額は65歳以上の人口に応じ上限が設定されており、本区においては

35,000千円が補助限度額となっている。 

 （２）歳出予算 

35,000千円（補助金） 

 


